
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 調査に向けた論点整理 



 
 

１ 視覚障害者とＩＣＴの現状 

 

１．視覚障害者のニーズの変化 

 視覚による情報入手が困難または不可能である視覚障害のあ

る人々（以下、「視覚障害者」とする。）にとって、文書等の書類

を「読むこと」や「書くこと」は困難を伴う行為である。この困

難さは、視覚障害者が日常生活または社会生活を送る上での障壁

となっており、特に就労の場面においては、顕著に表れる。 

 例えば、多くの視覚障害者が就労するあはき業でも、施術に関

するカルテの作成が、その困難さ故に大きな壁となることがあり、

その改善や支援を求める声が大きい。特に、平成３１年１月より、

あはき療養費の受領委任制度が開始されたことに伴い、書類作成

に対する支援を求める声が一段と高まってきている。この声の高

まりは、全国の視覚障害当事者が会員となる日本視覚障害者団体

連合（以下、「日視連」とする。）にも寄せられ、これらの支援に

関する陳情を国へ提出してきている。その多くは人的な支援を求

める内容であり、代筆・代読支援の利用、職場介助者の利用を求

めている。この就労に関する支援は、あはき業だけではなく、全

ての職種に該当し、ＩＣＴを活用したコミュニケーションの支援

を通して視覚障害者の就労促進、雇用の安定を求める内容である。 

 一方で、視覚障害者自らの力で「読むこと」や「書くこと」の

解決を求める声も大きい。例えば、就労のために必要なスキルを

獲得するために、様々な職業訓練の充実を求める声があり、日視

連からは、これらの声を反映した陳情を国へ提出してきている。

この背景には、就労する上でパソコン等を利用した情報処理技術

が必須となることから、パソコンの操作方法等のスキル習得が、

職業自立の手段となっていることを認識しているからである。  

 さらに、近年は社会全体でデジタル化が加速し、社会生活を送

る上でＩＣＴスキルの獲得が必須となり、視覚障害者自身にもそ

のスキルの獲得が求められている。しかしながら、この流れにお

いて興味深いのは、従来は視覚障害者の環境改善を求めていたの

に対し、近年は視覚障害者自身が自己啓発により変わることを求

める内容に変化しつつあることだ。例えば、スマートフォンの利

用について、日視連の陳情内容を見みると、近年は機器やシステ

ムの改善を求める声が中心だったのに対し、令和２年度の陳情で

は機器利用技術の習得を求め訓練等の拡充を求める内容も要望

している。障害者自身が自己啓発により自己実現する当事者の意

識の変化は、国が目指す障害者自立が目指す本質的なエネルギー



 
 

であり、このことが具現化されることが「障害のある人も普通に

暮らし、地域の一員として共に生きる社会」の一つのあるべき姿

であると考えられる。 

 
【図２－０１  日本視覚障害者団体連合  国への陳情内容（平成２９年度～令和２年度）】 

 



 
 

２．ＩＣＴスキル獲得の必要性 

 視覚障害者がＩＣＴスキルの獲得を求める背景を整理すると、

大きく二つに分かれている。 

 

（１）視覚障害の特性をカバーできること 

 まず、視覚障害を説明する際に「情報障害」と説明する専門家

がいる。人間が様々な行動をするために必要とする情報は、視覚

からの獲得が８～９割と言われている。つまり、多くの視覚障害

者は情報収集が困難で、そのため行動が制限されていることが情

報障害と言われる所以である。 

 例えば、人が道を歩くことを考えると、足を機動的に動かすこ

とに加え、目で周囲の状況を確認しながら歩いている。一方で、

視覚障害者は、後者の安全確認が目で行えないため、健常者のよ

うな歩き方はできない。この場合、頭の中で地図を描いたり、白

杖等を用いて歩くことで、道路の段差等の位置関係を「情報」と

して得ることができる。また、歩きながら周囲の音を聞くことで、

付近の状況や位置関係を把握することもできる。つまり、視覚障

害者は、目で見ること以外の方法で「情報」を入手しているので

ある。 

 そして、ＩＣＴスキルの獲得を求めている背景には、ＩＣＴス

キルを活用すれば、本来は目で見ないと得られない情報を、その

視覚障害者に合った方法で得られることが強く影響している。 

 例えば、パソコンの画面に

表示された内容を、そのまま

では読めない視覚障害者は多

い。しかし、画面読み上げソフ

ト（スクリーンリーダー）を使

えば音声で読み上げてくれ、

その内容を確認することがで

きる。また、弱視の者だと、文

字の大きさや色合いを変えれ

ば画面が見えるだろう。 

 つまり、視覚障害者がＩＣ

Ｔスキルの獲得を求めている

背景は、情報の獲得を通して

視覚障害者の特性をカバーで

きることに他ならないのであ

る。 

 

【写真：パソコン画面の表示内容を音声で

確認する視覚障害者】  



 
 

（２）ＩＣＴの進歩に対する期待 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により、人々

の生活様式は一変し、その変化に最適化すべく様々な仕組みが変

化した。特に、人と人との接触を避ける等の理由によって、様々

なもののデジタル化が進み、社会のＩＣＴ環境は大きく変化した。

例えば、これまで対面で行われていた会議は、オンライン会議シ

ステムの利用が進み、もはや主流となっている。この限りでは、

ＩＣＴ全般が苦手とされる視覚障害者は、不利な状況に置かれつ

つある。 

 しかし、視覚障害者がＩＣＴスキルを身に付け、このオンライ

ン会議システムが利用できるようになると、様々な面で有効であ

ることが分かった。それこそ、前述したオンライン会議システム

を利用すれば、単独での移動が難しい視覚障害者が、移動をせず

容易に会議へ参加できる。これは地方に住む視覚障害者にとって

はメリットがあり、徐々に利用する機会が増えている。このオン

ライン会議以外にも、昨今のＩＣＴの進歩により、視覚障害者に

とって有益になった事例は少なくはない。教育の現場であれば、

これまで授業の中で紙資料として配布されていたものが、オンラ

インでの授業を行うため、データでの資料提供が行われるように

なり、そのデータを音声で確認できるようになったとの事例も報

告されている。 

 つまり、一見すると視覚障害者にとって不利なＩＣＴの進歩は、

ＩＣＴスキルを獲得できれば、視覚障害者の困難さを大きく改善

できる存在であることが分かった。このような背景があることか

ら、多くの視覚障害者はＩＣＴに関するアクセシビリティの向上、

そしてＩＣＴスキルを学ぶための環境整備を求めているのであ

る。 

 

 

 

 

 

【写真：オンライン会議システムを活用した視覚障害者の会議の様子】  



 
 

３．視覚障害者とパソコン利用 

 視覚による情報入手が困難な視覚障害者は、パソコン等を使用

する際、画面に映し出された文字を目で読むことは難しく、文字

を入力することも難しい。では、どのようにしてパソコンで文字

を読んだり、入力したりしているのだろうか。 

 

（１）視覚障害に特化した利用方法 

 まず、視覚障害者がパソコンを利用するためには、主に次の方

法が用いられている。 

 

 ①文字のサイズや色合いを、見やすい内容に調整する 

 ②文字情報を音声で読み上げさせる 

 

 ①は主に弱視の者が利用し、②は主に全盲または全盲に近い者

が利用している。それぞれ、専用のソフトやシステムがあり、既

存のパソコン等にインストールして利用している。  

 ただし、これらを利用することは容易なことではない。例えば、

①であれば、文字を大きくすればするほど、視覚情報として目に

入ってくる文字数は減ることから、視点を変えずに読む等の専門

技術の習得が必要になる。また、②であれば、目で画面等の確認

はせず、全てを音声で聞き分けながら入力や確認を行うことにな

る。それこそ、キーボードで入力した文字は、画面を見ずに音声

で確認をする形になる。また、画面を見ることができればマウス

で目的のファイルをクリックし、ファイルを立ち上げることがで

きるが、そのマウスの操作ができないため、音声で一つ一つファ

イルを確認しながら選択する必要がある。この音声で確認する作

業は、目で確認するよりも何倍も労力が必要になる。 

 つまり、視覚障害者がパソコンのスキルを獲得するためには、

パソコン自体の操作方法の他に、視覚情報を補う入力や確認の操

作方法を習得しなくてはならないのである。 

 
【図２－０２  視覚障害者がパソコンスキルを獲得するために必要な要素】  
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●視覚情報を補う入力や確認 

の操作方法 



 
 

（２）パソコンの操作方法の学び方 

 では、どのようにして視覚障害者はパソコンの操作方法を学ぶ

のだろうか。主に次の方法で学んでいる。 

 

 ①独自に操作方法を調べ、独自に習得する 

 ②視覚障害者の知人等に教わって、独自に習得する 

 ③視覚障害者向けＩＣＴ訓練やパソコン教室等で習得する 

 

 どの方法で習得したかは、その視覚障害者の見え方、住まい、

年齢、職業等により大きく異なるが、主にこれらの方法でパソコ

ンの操作方法を覚えた者が多い。 

 まず、①であれば、自身の周りに視覚障害者の支援を行う訓練

機関等がなく、仕方がなく独自で覚えたという声を聞く。これは、

視覚障害者が歩行するのに必要な白杖の利用方法の習得を、歩行

訓練を教える訓練機関等が近隣にないため、見よう見まねで覚え

たことと似ている。そのため、自己流になりやすく、効果的な習

得方法とは言い切れない部分がある。 

 また、②であれば、知人である視覚障害者が容易にパソコンを

利用している姿を見て、操作方法を教えてもらうことが多い。あ

る意味で草の根での訓練とも言える。しかし、視覚障害者の中に

は、同じ視覚障害者との接点が少ない者も多く、特に中途視覚障

害者はこの傾向が強い。つまり、全ての視覚障害者に開かれた習

得方法とは言えない。 

 そこで重要になってくるのが③の「視覚障害者向けのＩＣＴ訓

練やパソコン教室等で習得する」である。 

 これらは、視覚障害者に特化したパソコンの操作方法を熟知し

た者が、その視覚障害者のニーズに応じて指導するものになる。

例えば、視覚障害者向けの訓練施設で実施するもの、視覚障害当

事者団体が定期的に開催するパソコン教室で実施するもの、ボラ

ンティアが自宅に訪問して実施するもの等、様々な方法で実施さ

れている。これらの方法でパソコンの操作方法を学んだ視覚障害

者の多くは、講習を受けたことに満足している者が多い。 

 しかし、③の方法も、全国的にどれぐらい実施されているかは

不明確となっており、ＩＣＴ訓練等が実施されていない地域も存

在する。そのため、この方法は、全国の視覚障害者が一様に利用

できる方法にはなっていない。 

 これらをまとめると、視覚障害者がパソコンを学ぶための訓練

や支援の体制の現状は、不十分と言わざるを得ない。 



 
 

２ 視覚障害者の就労とＩＣＴの課題 

 

１．あはき業の課題 

 あはき業は視覚障害者にとって日本古来の重要な職種であり、

多くの者が就業している職種となる。しかし、近年では様々な理

由で視覚障害者があはき業を営むことが難しくなってきている。

その一つに「書類の作成」を挙げる者が多い。なぜ、この点を困

難と感じるのだろうか。 

 

（１）視覚障害あはき師の課題 

 まず、平成３１年１月より、あはき療養費の受領委任制度が開

始した。この制度は、いわゆる「健康保険」であはきの治療が受

けられる制度になり、あはきの施術を受ける利用者にとっては経

済的負担が減ることから、以前より利用者からのニーズが高い制

度である。しかし、視覚障害あはき師にとっては、この制度を利

用して治療を行うことは、売上等を確保するために必要と感じて

いるにも関わらず、なかなか実施できない制度となっている。  

 その理由は、前述した「書類の作成」が大きいと言われている。

実際に同制度を利用するためには、様々な書類を作成し、関係先

にその書類を提出することになる。利用者にとってメリットはあ

るものの、書類作成が難しい視覚障害者にとっては負担である。

そして、これらの書類は記入内容が多く、書式も複雑になってい

る。もし、記入した内容に誤りがあった場合は、申請書類の差し

戻し（返戻）があり、入金の遅れが発生することもある。 

 一方で、このあはき業には、目が見える者（以下、「晴眼者」と

する。）も従事しており、近年はこの晴眼者のあはき師が増えて

いる。これらの者は、手書きやパソコン等で療養費の申請書類を

作成しており、着実に業績を伸ばしている。その結果、視覚障害

あはき師の職域を脅かす存在となり、いかにして視覚障害あはき

師が、晴眼のあはき師と対等な仕事ができるかが課題となってい

る。特に、視覚障害あはき師に多い個人開業の者は、一人では書

類作成ができないために療養費の取り扱いができず、利用客が晴

眼のあはき師の施術所に流れていることが問題視されている。  

 つまり、視覚障害あはき師が自身の仕事を維持するためには、

療養費の取り扱いを行うことが喫緊の課題となっている。 

  



 
 

（２）視覚障害あはき師への職業的支援 

 視覚障害あはき師が、晴眼のあはき師と対等にあはきの仕事を

するためには、どのような方法が必要になるのだろうか。大きく

分けると次の方法が考えられる。 

 

 ①人的な補助による支援を受ける 

 ②自身で技術等を習得する 

 

 ①については、現在でも様々な支援が行われている。例えば、

療養費に関する書類作成であれば、代行業者等に依頼することが

ある。その業者等によって依頼方法は異なるが、書類作成に必要

な情報をメールで送信し、業者等がその内容を元に書類を作成す

る方法が多い。ただし、代行業者に依頼すると、手数料が取られ

るため、その分の収益は減収となる。また、人的補助を福祉の制

度で対応する試みも始まっている。令和２年１０月からは「雇用

施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を地域自治

体が実施する地域生活支援事業等で開始した。しかし、開始直後

であること、制度自体が複雑であることから、実施自治体はごく

僅かであり、個人開業の視覚障害あはき師がどれだけ活用できる

かは未知数である。 

 このような背景があることから、②の「自身で技術等を習得す

る」にも注目が集まりつつある。視覚障害あはき師の中では、あ

はきの技術向上に前向きな者も多く、あはき以外のことでも、前

向きに技術等の習得を目指す者は多い。療養費の書類作成であれ

ば、ある者は独学で書類作成の入力ソフトを学んだり、ある者は

ＩＣＴ訓練等に通い、パソコンの操作方法を学んだりしている。

しかし、勤務の間にこれらの操作方法を学ぶのは時間的に厳しく、

ＩＣＴ訓練等の機関等が近所にないこともあり、自身で技術等を

習得することにも難しさがある。 

 一方で、視覚障害者があはき師になるためには、あはき師養成

機関において、国家資格取得に向けた教育を受ける必要がある。

このあはき師養成機関においては、様々な技術の指導を行う他に、

近年のデジタル化の流れを受け、ＩＣＴに関する指導も行われて

いる。しかし、あはき業の中で作成する専門的な書類の指導につ

いては、ほとんど実施されていないと言われている。 

 これらを整理すると、現在の視覚障害あはき師に対する職業的

な支援は、様々な方法があるものの、どれも課題があるものにな

っている。



 
 

２．雇用全般の課題 

 近年、視覚障害者が就労する上で、ＩＣＴスキルを身に付ける

ことは必須となっている。これは、視覚障害あはき師も含め、全

ての就労する視覚障害者にとって必須のこととなっている。 

 しかし、実際にＩＣＴスキルを身に付けたとしても、視覚障害

者は様々な要因によりこのスキルを上手く活用できないことが

多い。その背景を、本事業の検討委員会において整理し、次ペー

ジの一覧表にまとめた。主に一般的な企業に勤めている者を想定

した整理となっている。 

 まず、雇用の場面においては、大きく分けると、次の内容に困

っている。 

 

 ①雇用環境に関する内容 

 ②ＩＣＴ関連のアクセシビリティに関する内容  

 

 これらにより、視覚障害者がＩＣＴスキルを発揮できない状況

が生まれている。 

 ①については、視覚障害者の特性の無理解によるもの、②につ

いては、画面読み上げソフトが利用できない等の問題が含まれて

おり、近年では、②の内容に困る者が多い。例えば、ここ最近、

大企業を中心に独自の社内システム等が導入され、このシステム

が画面読み上げソフトに対応していないことが問題となってい

る。このことにより、社内連絡が確認できない者もいる。なお、

この問題は、企業等で事務職として働いている視覚障害者だけで

なく、企業等にヘルスキーパーとして勤める視覚障害あはき師に

も関わる問題となっている。 

 そして、この困り事を改善するためには、システム改修等を通

して、これらの問題を一つ一つ解決していくことが必要になって

いる。しかし、様々な意見を整理すると、「視覚障害者自身が持

っているＩＣＴスキルを向上させる訓練等が必要」といった意見

も多い。特に、その視覚障害者の職場に合わせた訓練、日々進歩

するＩＣＴに合わせた訓練等を望む者が多い。また、訓練を受け

やすくするために、在職者訓練等の制度化を望む声もある。ただ

し、ＩＣＴ訓練等は、その視覚障害者の個々の特性や、個々の仕

事に合った訓練等を行うことが必要で、現状のＩＣＴ訓練等では

対応できないものもある。そのために、ＩＣＴ訓練等に関係する

様々な制度の改善が必要となっている。  



 
 

【図２－０３  視覚障害者の雇用の場面における課題と改善策（検討委員会まとめ）】 

 

【※１】社内システム  

 大企業等で活用されている独自の事務処理システムのことを指す。シンクライアン

ト等を用いて、受注管理、事務連絡等を行う。  



 
 

３．ＩＣＴ訓練等の課題 

 視覚障害者に対するＩＣＴ訓練等は、現在どのような状況のも

とで実施されているのだろうか。視覚障害者へのＩＣＴ訓練等に

携わっている本事業の検討委員の意見を整理し、次ページの一覧

表にまとめた。 

 まず、ＩＣＴ訓練等に関する効果を確認したところ、ＩＣＴ訓

練等により、視覚障害者は仕事を効率的に行うことができ、結果

として視覚障害者の社会進出の促進に繋がっていることが分か

った。特に、ＩＣＴの進歩が進んでいる現在においては、その必

要性がさらに増大するとの意見もあった。 

 ただ、実際には様々な課題があることが分かり、これらの課題

があることで、結果的に「視覚障害者の特性に合った訓練等が実

施できていない」ことが分かった。また、訓練機関等では、改善

するために様々な検討を行うものの、改善すべき内容が多岐にわ

たり、課題整理も追いつかない状況となっていることが分かった。

特に、ＩＣＴ訓練等に関しては、効果的な実施方法等が未整理で

あるため、これらの整理を行うことが先決になっている。 

 さらに、これらの現状確認とは別に、視覚障害あはき師に対す

るＩＣＴ訓練等の実施状況を確認したところ、「多くの所が未実

施ではないか」との指摘があった。上記の理由により、個々に特

化した訓練等の実施は難しいようだが、なぜ未実施の所が多いの

かは分からない。また、多くの委員からは、「視覚障害あはき師

からのニーズは断片的には耳にするが、それが全国的にニーズが

あるのかが不明確」との指摘があった。確かに、これらのニーズ

はここ数年で急激に必要性が増したため、ニーズの整理が追い付

いていないのかもしれない。 

 これらの意見を整理すると、訓練の受け手となる視覚障害者と

訓練を実施する訓練機関等のニーズが未整理となっていること

が課題となっている。そして、ニーズの整理を行い、効果的なＩ

ＣＴ訓練等の実施方法を見出すことが必要になっている。 

 

  



 
 

【図２－０４  視覚障害者に対するＩＣＴ訓練等の現状整理（検討委員会まとめ）】  

 

 



 
 

３ 調査の方向性 

 

１．現状と課題の整理 

 まず、本章で整理した視覚障害者に対するＩＣＴ訓練等の現状

や課題は、次の通りになる。課題については、早期に解決を図る

必要がある。 

 

 

【視覚障害者（視覚障害あはき師）】 

 ●近年のＩＣＴの進歩は、視覚障害者にとっても利便性

が高く、視覚障害者の中でもＩＣＴの利用を求める声

が高まっている。 

 ●就労の場面では、ＩＣＴスキルの獲得が必須となって

いる。特に、視覚障害あはき師がＩＣＴスキルを獲得

することで、療養費の書類作成等を行える可能性があ

ることから、視覚障害あはき師がいかにしてＩＣＴス

キルを獲得するかが課題となっている。 

 ●ただし、ＩＣＴスキルを獲得するニーズは、近年にな

り急激に高まってきたものであり、特に視覚障害あは

き師のニーズは未整理であることから、これらのニー

ズの整理が必要となっている。 

 

【訓練機関等】 

 ●視覚障害者のニーズに応じて、様々な形でＩＣＴに関

する訓練等を実施しているが、視覚障害者の多様なニ

ーズに対応できていない部分がある。 

 ●視覚障害あはき師に対する書類作成のＩＣＴ訓練等

については、これらの者からのニーズは高いものの、

現状のＩＣＴ訓練等では対応できていない可能性が

高い。 

 ●視覚障害者に対する効果的なＩＣＴ訓練等を実施す

るためには、現状の課題整理を通して、視覚障害者か

らのニーズに対応するための訓練方法や訓練体制の

整備が必要となっている。 

 



 
 

２．調査の実施内容 

 ＩＣＴ訓練等については、様々な課題がある。さらに不明確な

点も多いことから、まずは課題や不明確な点の整理が必要になる。

そのため、本事業では全国を対象とした実態調査を行うことにし

た。調査の実施内容は検討委員会で議論し、次の調査を実施する

ことになった。 

 

 

【調査の実施内容】 

 調査① 視覚障害あはき師に対する調査 

      ・書面調査 

      ・ヒアリング調査 

 

 調査② 訓練機関等に対する調査 

      ・書面調査 

      ・ヒアリング調査 

 

 調査③ あはき師養成機関に対する調査 

      ・書面調査 

 

 

 調査においては、ＩＣＴ訓練等を求める様々な視覚障害者の中

で、書類作成に困難さを抱える「視覚障害あはき師」を調査対象

とすることで、調査の明確化を図った。そのため、訓練を実施す

る機関等への調査においては、あはき業の就労後と就労前を想定

し、前者を調査②訓練機関等に対する調査、後者を調査③あはき

師養成機関に対する調査で確認することとした。 

 また、令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

り、対面での調査が難しいことから、書面調査を中心に調査を進

めた。そして、書面調査では得られなかった内容については、オ

ンラインでのヒアリング等による追加調査を実施した。  

 

 以後、第３章から第５章ではそれぞれの調査結果を示し、第６

章では調査結果の考察と分析を行う。さらに、第７章では調査結

果のまとめを示した上で、提言と今後の課題を提起する。  

 


